
鳥取県集落営農体制強化支援事業費補助金交付要綱 
 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下規

則」という。）第４条の規定に基づき、鳥取県集落営農体制強化支援事業費補助金（以
下「本補助金」という。）の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定
めるものとする。 

 
（交付目的） 
第２条 本補助金は、多様な集落営農の組織化及び機械施設の整備等を支援するとともに、

組織の継続性を確保し、将来に向けても集落農地を維持できる体制づくりを進めるため、
次世代への運営の継承を円滑に進めることを目的として交付する。 

 
（補助金の交付） 
第３条 県は、前条の目的の達成に資するため、鳥取県集落営農体制強化支援事業実施要
 領（平成２６年４月１７日付第２０１４００００６５９３号鳥取県農林水産部長通知。
 以下「実施要領」という。）に基づいて行われる別表第１欄に掲げる事業（以下「間接
 補助事業」という。）を行う同表第２欄に揚げる者に対し、本補助金の額に２分の３を
 乗じて得た額以上の補助金（以下「間接補助金」という。）を交付する市町村に対し、
 予算の範囲内で本補助金を交付する。 
２ 本補助金の額は、別表第３欄に掲げる経費（以下「補助対象経費」という。）の額 
 （仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、
 消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除で
 きる部分の金額と、当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方
 消費税率を乗じて金額の合計額をいう。以下同じ。）を除く。）に、別表第４欄に定め
 る率（以下「補助率」という。）を乗じて得た額以下とする。 
３ 本補助金の交付は、別表第２欄に定める１事業実施主体につき、最大３年間（以下
「事業実施期間」という。）行うものとする。 

４ 別表第３欄に掲げる農業用機械及び附帯施設の整備と一体とは認められない（資産計上の対象と

ならない）もの及び１０万円未満の機械等は対象外とする。 
５ 別表第２欄の事業実施主体は、鳥取県産業振興条例（平成２３年鳥取県条例第６８

号）の趣旨を踏まえ、対象事業の実施に当たっては、県内事業者（県内に本店、支店、
営業所、事務所その他名称の如何を問わず、事業を行うために必要な施設を有して事業
活動を行う者」をいう。）への発注に努めなければならない。 

６ また、補助事業の実施に当たっては、別表の第６欄に定める要件を満たさなければな
らない。 

 
（交付申請の時期等） 
第４条 本補助金の交付申請は、知事が別に定める日までに行わなければならない。 
２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、様式第１号
 及び第２号によるものとする。 
３ 本補助金の交付を受けようとする者は、当該者が免税事業者、簡易課税事業者、特定

収入割合が５パーセントを超えている公益法人等（消費税法別表第三に掲げる法人及び
同法第２条第７項に規定する人格のない社団等）若しくは地方公共団体であるとき、又
は仕入控除税額が明らかでないときは、第３条第２項の規定にかかわらず、仕入控除税
額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額（以下「仕入控除税額を含む額」と
いう。）の範囲内で交付申請をすることができる。 

 
（交付決定の時期等） 
第５条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から原則として２０日以内に行うも 
 のとする。                                                                     
２ 本補助金の交付決定通知は、様式第３号によるものとする。 
３ 知事は、前条第３項の規定による申請を受けたときは、第３条第２項の規定にかかわ
 らず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合におい
 ては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額（変
 更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。）から当該仕入控除
 税額に対応する額を減額するものとする。 



 
（間接交付の条件） 
第６条 本補助金の交付を受ける者（以下「補助事業者」という。）が間接補助金を交付
 するときは、その交付を受ける者（以下「間接補助事業者」という。）に対し、次の表
 の左欄に掲げる規則の規定（これらの規定中同表の中欄に掲げる字句を同表の右欄に掲
 げる字句に、それぞれ読み替えたものとする。）に準じた内容の条件を付さなければな
 らない。 
 
第 12 条（第 4 項を除
く｡)、第 13 条、第 14
条、第 16 条第 2 項後
段、第 17 条、第 25 条及
び第 26 条 
 

補助事業者等 間接補助事業者 
交付決定 間接交付の決定 
補助事業等 間接補助事業 
知事 補助事業者 
様式第２号による 補助事業者が定める 
対象事業 間接補助事業 
様式第３号による 補助事業者が定める 
補助金等及び間接県費補助金等 間接補助金 

 
（承認を要しない変更） 
第７条 規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、間接補助金の減額以外の変更と
する。 
２ 第５条第１項の規定は、本補助金の変更等の承認について準用する。 
 
（間接的な変更等の承認） 
第８条 補助事業者は、第６条の規定により付した規則第１２条の規定に準じた内容の条
 件に基づき、間接補助事業について変更等の承認をしようとするときは、あらかじめ規
 則様式第２号による申請書を知事に提出して、その承認を受けなければならない。 
２ 第５条第１項の規定は、前項の規定による知事の承認について準用する。 
３ 補助事業者は、第１項に規定する条件に基づき、規則第１２条第１項（同条第２項に
 おいて準用する場合を含む。）の別に定める変更等を定めるに当たっては、間接補助事
 業ごとに別表の第５欄に定める変更並びに間接補助事業の中止及び廃止を定めてはなら
 ない。 
 
（指示等の報告） 
第９条 補助事業者は、第６条の規定により付した規則第１３条又は第１６条第２項後段

の規定に準じた内容の条件に基づき、間接補助事業者に対して指示をし、又は間接補助
事業者から報告を受けたときは、直ちにその旨を知事に報告しなければならない。 

２ 補助事業者は、間接補助事業者に対し、間接補助事業により整備した機械又は施設に、
 事業実施年度と間接補助事業名を表示するよう指示しなければならない。 
 
（実績報告の時期等） 
第 10 条 規則第１７条第１項の規定による報告（以下「実績報告」という。）は、次に

掲げる日までに行わなければならない。 
 (1) 規則第１７条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、対象事業の完了、中止若

しくは廃止の日から３０日を経過する日若しくは交付決定を受けた年度の翌年度の４
月２０日のいずれか早い日とする。 

 (2) 規則第１７条第１項第３号の場合にあっては、対象事業の完了予定年月日の属する
  年度の翌年度の４月２０日までに行わなければならない。 
２ 規則第１７条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類
 は、様式第１号及び第２号によるものとする。 
３ 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額（以
 下「実績報告控除税額」という。）が、交付決定額に係る仕入控除税額（以下「交付決
 定控除税額」という。）を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除し
 て報告しなければならない。 
４ 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、

その額が実績報告控除税額（交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当
該交付決定控除税額）を超えるときは、様式第４号により速やかに知事に報告し、知事
の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を県に返還しなければならない。 



 
（補助金等進捗状況報告の時期等） 
第 11 条 規則第１７条第３項の規定による報告は、各年度（前条の報告に係る年度を除

く。）の翌年度の４月２０日までに行わなければならない。 
２ 前項による報告は様式第５号に掲げる様式によるものとする。 
 
（間接補助金の支払い） 
第 12 条 補助事業者は、間接補助事業に係る本補助金の支払いを受けたときは、その支

払いを受けた額に応じた額の間接補助金を、遅滞なく間接補助事業者に支払わなければ
ならない。 

 
（財産の処分制限） 
第 13 条 規則第２５条第２項ただし書の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省

令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数に相当する期間（同令に定めのな
い財産については、知事が別に定める期間）とする。 

２ 規則第２５条第２項第４号の財産は、次のいずれかに該当するものとする。 
 (1) 取得価格又は効用の増加価格が１０万円以上の機械及び施設 
 (2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして知事が別に定
  めるもの 
３ 第５条第１項の規定は、規則第２５条第２項の承認について準用する。 
 
（間接的な財産処分の承認） 
第 14 条 補助事業者は、第６条の規定により付した規則第２５条第２項の規定に準じた

内容の条件に基づき、財産の処分の承認をしようとするときは、あらかじめ知事の承認
を受けなければならない。 

２ 第５条第１項の規定は、前項の規定による知事の承認について準用する。 
３ 補助事業者は、第１項に規定する条件に基づき、規則第２５条第２項ただし書の期間
 を定めるに当たっては、前条第１項に定める期間より短い期間を定めてはならない。 
４ 補助事業者は、第１項に規定する条件に基づき、規則第２５条第２項第４号の財産を
 定めるに当たっては、前条第２項各号に掲げる財産を定めなければならない。ただし、
 当該財産以外の財産を定めることを妨げない。 
 
（収益納付） 
第 15 条 補助事業者は、間接補助事業により取得し又は効用の増加した財産を処分した

ことにより収入があったときは、当該収入があったことを知った日から１０日以内に、
知事にその旨を報告しなければならない。 

２ 前項の場合において、知事がその収入の全部又は一部に相当する額を県に納付するよ
 う指示したときは、補助事業者は、これに従わなければならない。 
 
（財産に関する書類の保管） 
第 16 条  補助事業者又は間接補助事業者は、間接補助事業により取得した財産について

処分制限期間を経過するまでの間、財産管理台帳（様式第５号）及びその他関係書類を
整備し、保管しなければならない。 

 
（雑則） 
第 17 条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、
 農林水産部長が別に定める。 
 

附 則 
１ この要綱は、平成２６年４月１７日から施行し、平成２６年度以降に実施する事業か
 ら適用する。 
２ 前項の規定にかかわらず、次世代につなぐ地域農業バックアップ事業を実施したもの
 については、なお、従前の例による。 
 

附 則 
１ この要綱は、平成２７年３月３０日から施行し、平成２７年度以降に実施する事業か
 ら適用する。  
    なお、平成２７年３月３１日までに計画承認を受けたものついては、従前の例とする。 



 
附 則 

１ この要綱は、平成２９年３月３０日から施行し、平成２９年度以降に実施する事業か
ら適用する。  

    なお、平成２９年３月３１日までに計画承認を受けたものついては、従前の例とする。 

 
附 則 

１ この要綱は、平成３０年４月１２日から施行し、平成３０年度以降に実施する事業か
ら適用する。  

    なお、平成３０年３月３１日までに計画承認を受けたものついては、従前の例とする。 

 
附 則 

１ この要綱は、平成３１年３月２６日から施行し、平成３１年度以降に実施する事業か
ら適用する。  

    なお、平成３１年３月３１日までに計画承認を受けたものついては、従前の例による。 

 
附 則 

１ この要綱は、令和２年３月３１日から施行し、令和２年度以降に実施する事業から適
用する。  

    なお、令和２年３月３１日までに計画承認を受けたものついては、従前の例による。 

 
附 則 

１ この要綱は、令和３年４月１３日から施行し、令和３年度以降に実施する事業から適
用する。 

    なお、令和３年３月３１日までに計画承認を受けたものついては、従前の例による。 

 



別表（第３条関係） 

 

１ 
対象事業 

 

２ 
事 業 実 施 主
体 

 

 

３ 
        補助対象経費 

 

 

 

４ 
補助率 

 

 

 

５ 
重要な
変更 

 

 

６ 
その他 

 

 

 

区分 

 

事業内容 

規 模
拡 大
・ 発
展 型
支援 

農 業 用 機
械 施 設 の
導 入 ・ 査
定処分 
(1)農業用 

機械及 
び附帯 
施設の 
導入 

(2)個人所 
有機械 
の中古 
販売、 
廃棄等 

集 落 営 農 組
織 
 
〔要件〕 
・集落営農 

の規約の 
締結 

・集落営農 
ビジョン 
の策定 

・地区内水 
田の過半 
を集積 
 

集落営農ビジョンに沿って行う、次に
掲げる機械施設整備等に要する経費とす
る。ただし、工事請負費又は委託費に係
るものについては、県内事業者に発注し
たもの（やむを得ない事情により県内事
業者に発注することが困難と県があらか
じめ認めたものを含む。）に限り補助の
対象とする。 
(1) 組織の経営規模、形態等を踏まえた
適切な生産体系を確立するために必要な
農業用機械及び附帯施設の導入に要する
経費 
(2) 組織化にあたり不要となる個人所有
機械の中古販売、廃棄等に要する経費 
 
 １組織当たり事業実施期間合計補助 
上限額 
 ・小規模組織  ７，０００千円 
 ・大規模組織  １２，０００千円 
 ※大規模組織とは、目標経営面積概ね 
  ２０ｈａ以上の組織とする。      

１／３ 補助金
の額の
増額 

ビ ニ ー ル
ハ ウ ス 等
の 農 業 保
険 法 （ 昭
和 ２ ２ 年
法 律 第 １
８ ５ 号 ）
に 基 づ く
園 芸 施 設
共 済 の 加
入 対 象 と
な る 施 設
を 導 入 し
た 農 業 者
は 、 園 芸
施 設 共
済 、 又 は
民 間 の 建
物 共 済 や
損 害 補 償
保 険 等
（ 天 災 に
対 す る 補
償 を 必 須
と す
る 。 ） に
加 入 す る
も の と す
る。 

 
人 材
確 保
型 支
援 

 
新 た な 人
材 確 保 ・
畦 畔 管 理
省力化 
(1)オペレ 

ーター 
等の人 
材育成 
研修  

(2)法面用 
草刈機 
及びグ 
ランド 
カバー 
プラン 
ツの導 
入 

(3)園芸品 
目の試 
作等の 
取組 

(4)賑わい 
活動へ 
の参画 
促進  

 
集 落 営 農 組
織 
((2) は 中 山
間 地 域 の 集
落 営 農 組 織
に限る) 
 
 
〔要件〕 
・集落営農 

の規約の 
締結 

・集落営農 
ビジョン 
の策定 

  
 集落営農ビジョンに沿って行う、次に
掲げる取組に要する経費とする。ただ
し、工事請負費又は委託費に係るものに
ついては、県内事業者に発注したもの
（やむを得ない事情により県内事業者に
発注することが困難と県があらかじめ認
めたものを含む。）に限り補助の対象と
する。また、(1)の取組は必ず実施する
ものとする。 
(1) オペレーター等の人材育成研修に要
する以下の経費 
①実務研修（指導者に支払う謝金等） 
②免許取得（農業大学校及び自動車学校
での大型特殊免許取得に要する経費等） 
③ドローンの操作講習に要する経費 
(2) 法面用草刈機及びグランドカバープ
ランツの導入に要する経費 
(3)園芸品目の試作等に要する経費 
(4)集落営農活動への参画を促すための
農作業体験イベントの開催費等 
 
   １組織当たり事業実施期間合計補助 
上限額 
 (1)２００千円 
 (2)２，２００千円 
     急傾斜地を含む組織２，６００千円 
 (3)２００千円 
 (4)１００千円 

 
１／３ 
 
※ (2)
のうち
急傾斜
地(注)
を含む
集落営
農組織 
２／５ 

 
補助金
の額の
増額 

 

  
(注)急傾斜地とは、 田：1／20 以上、畑・草地・採草放牧地：15°以上の傾斜を示す。 

 

 



様式第１号（第４条、第１０条関係） 
 

 年度鳥取県集落営農体制強化支援事業計画書（実績報告書） 
 
１ 事業の目的 
 
２ 地区名 
 
３ 事業の内容 

区
分 

項  目 数量 単 価 金 額 備 考 

 

 
（事業実施主体名） 
 

 

 

 

 

 
 円 

 

 

 
 

 
 

注１）補助対象期間における事業計画及び実績を別紙様式１に記載して添付すること。 
 ２）事業を行うにあたって、自己資金の全部又は一部を、国又は県が行っている制度資
    金の融資を受けるために補助対象物件を担保に供することとしている場合は、備考
      に「融資該当有」と記載の上、別紙様式２に融資の内容を記載して添付すること。 
 ３）本様式を実績報告書とする場合には、財産管理台帳の写しを添付すること。 
 
４ 事業費の内訳 

区  分 事 業 費 
内  訳 

備 考 
県 費 市町村費 その他 

      

 
 ５ 事業完了予定年月日（完了年月日）  
 
６ 園芸施設共済等への加入状況（加入済・今後加入予定（○年○月）・対象施設を導

入しない） 
※ビニールハウス等の園芸施設共済の加入対象となる施設を導入する場合は、施設の利

用開始までに園芸施設共済等へ加入すること。 
 
 ７ 他の補助金の活用の有無（有・無） 

（１）活用する補助金名 

（２）事業内容 

（３）当該補助金に係る問い合わせ先 

  注１）他の補助金の活用の有無について「有」「無」のいずれかに○を記載すること。 
   ２）「有」の場合は、（１）～（３）の内容を記載すること。 
   ３）（３）は、補助金を所管している部署名や団体名及び連絡先を記載すること。 
 
 ８ 消費税の取り扱い（一般課税事業者・簡易課税事業者・免税事業者） 
 
 ９ その他 

（１）補助事業の内容が建設工事で補助対象となる建物に対し、過去に補助金を活
  用して整備した実績がある場合は、当時の整備内容を記載すること。 

（２）今後、当該建物（設備、備品を含む）に他の補助金を活用する別の整備計画
  の予定がある場合はその内容を記載すること。 



 
１０ 別紙 

 機械施設整備支援で県内事業者への発注（工事請負費、委託費に限る。）が困難
である場合の理由（県内事業者への発注が困難であることがあらかじめ判っている
場合に記載し、必要に応じて参考資料を添付すること。） 

 注）交付決定後に県内事業者への発注が困難となった場合は、その都度その理由等につ
  いて県へ協議すること。 
 
 
１１ 添付資料等 
（１）「組織の規約」、定款及び計画の根拠が分かる資料（総会資料又はビジョン作成話

合いの議事録等） 
（２）事業費の詳細がわかる資料（見積書等） 
（３）機械等の詳細なカタログ並びに施設等の部材の積算資料、図面等、ビジョンに掲げ

た目標を達成するために必要な性能及び規模・内容であることが充分に比較・判断
される資料 

（４）特定のメーカーの機種を選定する場合は、「機種選定理由」 
選定理由には、他のメーカーとの機能比較（客観的に判断できる資料）により、ビ
ジョンの目標を達成するために必要不可欠な理由を記載 

（５）施設を建設する場合は建設予定地の地目・地番のわかる資料 
農地・建築等に関する関連法令等（農地法、農振法等）の手続がわかる資料 

（６）実績報告時には、事業費が確認できる資料（領収書、売買契約書の写し等） 
（７）受講機関の受講コースの内容や講習料金がわかる資料及び講習を修了したことが証

明できる資料 
（８）ビニールハウス等の園芸施設共済の加入対象となる施設を導入する場合は、園芸施

設共済等の加入証書又は加入申込書等の写し 
※交付申請時に添付する場合は、実績報告時は省略可とする 

 



別紙様式１ 
  計画及び実績 
 
区分 

 
実施 
年度 

 
機械施設等の 
名称及び規 
格・規模等 

 
事業費 

 
（円） 

内    訳  
備考 

 

県補助金 
 

（円） 

市町村補助金 
 

（円） 

その他 
 

（円） 

１年目        

２年目        

３年目        

計        

 注１）集落営農ビジョンの計画内容を記載すること。 
  ２）事業実施済年度にあっては、実績内容を記載すること。 
    この場合、計画内容と実績内容で変更がある場合は、上段に（ ）で計画内容を 
       記載し、下段に実績内容を記載すること。 
  ３）事業未実施年度の計画内容を変更した場合は、上段に（ ）で変更前の計画内容

を下段に変更後の計画内容を記載すること。 
  ４）記入欄は、必要に応じて追加すること。 
 



別紙様式２ 

種 目・項 目 

間接補助金の交付を受けて整備する物件を担保に供し、金融機関から融資を受ける場合の融資の内容 

金融機関名 
融資名 

（制度・その他） 
融資を受けようとする金額 償還年数 その他 

   円 年  

   円 年  

   円 年  

   円 年  

   円 年  

※記入欄は、必要に応じて追加すること。 
 
 



様式第２号（第４条、第１０条関係） 
 
 

 年度鳥取県集落営農体制強化支援事業収支予算（決算）書 
 

１ 収入の部 

区 分 
本年度予算額 

 
(本年度決算額) 

前年度予算額 
 

(本年度予算額) 

比  較  増  減 
備  考 

増 減 

県補助金 
円 

 
円 

 
円 

 
円 

 
 

市町村 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

計 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                              
         
２ 支出の部                                                             

 
 
 
 

区   分 
本年度予算額 

 
(本年度決算額) 

前年度予算額 
 

(本年度予算額) 

比 較 増 減 

備 考 
増 減 

 
 
 

 
  円 

 
 

 
  円 

 
 

     
 円 

 
 

 
円 

 
 

 
 
 

計      

 
    注１）本様式を収支決算書とする場合は、１及び２の区分欄を本年度決算額、本年度
     予算額として記載すること。 
 
      ２）事業内容に変更があった場合は、変更前を上段（ ）書きし、変更後を下段に
     記載すること。 
 
 



様式第３号（第５条関係） 
                                                            番     号 
                                                        年  月  日 
 
  ○○市町村長 氏  名  様 
 
                                           職     氏  名  
 
 
   年度鳥取県集落営農体制強化支援事業費補助金交付決定通知書 
                  
     年  月  日付第     号の申請書で申請のあった鳥取県集落営農体制
強化支援事業費補助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交付規
則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づ
き、下記のとおり交付することに決定したので、規則第８条第１項の規定により通知しま
す。 
                                       記 
１ 補助事業及び間接補助事業 
    本補助金の対象事業の内容は、…………とする。 
 
２ 交付決定額等 
    本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。 
  ただし、対象事業の内容が変更された場合におけるそれらの額については、別に通知
 するところによる。 
（１）算定基準額                     金        円 
（２）交付決定額                      金        円 
 
３ 経費の配分 
    本補助金の補助対象経費の配分及びその配分された経費に対応する交付決定額は、…
 ………とする。ただし、補助事業及び間接補助事業の内容が変更された場合においては、
 別に通知するところによる。 
 
４ 本補助金の額の確定 
    本補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額について、鳥取県集落営農体制強化支
 援事業費補助金交付要綱（平成２６年４月１７日付第２０１４００００６５９３号農林
 水産部長通知。以下「要綱」という。）第３条第２項及び第５条第３項の規定を適用し
 て算定した額と、前記２の（２）の交付決定額（変更された場合は、変更後の額とす 

る。）のいずれか低い額により行う。 
 
５ 補助規程の遵守 
    本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則、鳥取県集落営農体
 制強化支援事業実施要領（平成２６年４月１７日付第２０１４００００６５９３号鳥取
 県農林水産部長通知。）及び要綱の規定に従わなければならない。 
 
   なお、事業を行うに当たって、自己資金の全部又は一部を、国又は県が行っている 
 制度融資から融資を受けるために補助対象物件を担保に供することとしている場合、 
 かつ、その内容（金融機関名、制度融資名、融資を受けようとする金額、償還年数、 
 その他必要な事項）が規則第５条の申請書に記載してある場合は、県の承認を受けた 
 ものとする。 
 
 
 



 様式第４号(第１０条関係) 
 

番   号 
年 月 日 

 
 
   職   氏  名 様 
 
                                              住  所 
                    職     氏  名       
 
 
       年度仕入れに係る消費税等相当額報告書 
 
     年  月  日付 第  号により交付決定の通知のあった鳥取県集落営農体
制強化支援事業費補助金について、鳥取県集落営農体制強化支援事業費補助金交付要綱第
１０条第４項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 
 

記 
 
１ 規則第１８条の補助金の額の確定額                     金       円 
 （年月日付第号による額の確定通知額） 
 
２ 補助金の確定時に減額した仕入れに係る消費税等相当額    金       円 
 
３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した仕入れに係る 金       円 
  消費税相当額 
 
４ 補助金返還相当額（３－２）                             金       円 
 
 
 
 
 
 
（注）市町村別、事業実施主体別の内訳資料、その他参考となる資料を添付すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式第５号(第１１条関係） 
                                                            番     号 
                                                        年  月  日 
 
   職   氏  名 様 
 
                                              住  所 
                    職     氏  名       
 
 
 

年度集落営農体制強化支援事業進捗状況報告書 
 
    年  月  日付第  号による交付決定に係る事業の  年度内の進捗状況に
ついて、鳥取県補助金等交付規則第１７条第３項の規定により、下記のとおり報告します。 
 
 
                                        記 
 

補助金等の名称  

交付決定額等 

算定基準額 交付決定額 

円 円 

年度までの実績額① 円 円 

年度における実績額② 円 円 

年度以降の実施予定額③ 円 円 

計 円 円 

(注）①から③までの合計は交付決定額と一致するものとする。 
 



 

 

 
様 式 第 ６ 号 （ 第 １ ６ 条 関 係 ）  

 
財   産   管   理   台   帳  

 
 

地 区 名 （ 集 落 名 ）             事 業 実 施 年 度                   

年 度  
交 付 さ れ た 補 助 金 名  

事 業 の 内 容  工 期  経 費 の 配 分  
処 分 制 限

期 間  
処 分 の 状 況   

摘  
要  実

施  
年

度  

事 業 実 施

主 体  

工 種  
構 造  
施 設  
区 分  

施 工  
箇 所  
又 は  
設 置  
場 所  

事 業 量  
着 工  
年 月

日  

竣 工  
年 月

日  
総 事

業 費  

負 担 区 分  
耐

用  
年

数  

処 分  
制 限

年 月

日  

承 認  
年 月

日  

処 分

の  
内 容  

県 費  
補 助 金  

市 町  
村 費  

そ の

他  

                

                

                

合    計                

 
 （ 注 ） １  処 分 制 限 年 月 日 欄 に は 、 処 分 制 限 の 終 期 を 記 入 す る こ と 。  
    ２  処 分 の 内 容 欄 に は 、 譲 渡 、 交 換 、 貸 付 け 、 担 保 提 供 等 別 に 記 入 す る こ と 。  
    ３  摘 要 欄 に は 、 譲 渡 先 、 交 換 先 、 貸 付 先 、 抵 当 権 等 の 設 定 権 者 の 名 称 又 は 交 付 金 返 還 額 を 記 入 す る こ と 。  
    ４  こ の 書 式 に よ り 難 い 場 合 に は 、 処 分 制 限 期 間 欄 及 び 処 分 の 状 況 欄 を 含 む 他 の 書 式 を も っ て 財 産 管 理 台  

帳 に 代 え る こ と が で き る 。  
 


